
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
）
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）

（
輸
入
禁
制
品
）

（
輸
入
禁
制
品
）

第
二
十
一
条

（
省

略
）

第
二
十
一
条

同

上

２
及
び
３

（
省

略
）

２
及
び
３

同

上

４

税
関
長
は
、
関
税
法
第
六
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
輸
入
さ
れ
よ
う
と
す
る
貨
物
の
う
ち

４

税
関
長
は
、
関
税
法
第
六
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
輸
入
さ
れ
よ
う
と
す
る
貨
物
の
う
ち

に
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
貨
物
に
該
当
す
る
貨
物
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
政
令
で
定

に
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
貨
物
に
該
当
す
る
貨
物
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
貨
物
が
同
号
に
掲
げ
る
貨
物
に
該
当
す
る
か
否
か
を
認
定
す
る
た

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
貨
物
が
同
号
に
掲
げ
る
貨
物
に
該
当
す
る
か
否
か
を
認
定
す
る
た

め
の
手
続
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
一
条
の
五
ま
で
に
お
い
て
「
認
定
手
続
」
と
い
う
。
）

め
の
手
続
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
一
条
の
五
ま
で
に
お
い
て
「
認
定
手
続
」
と
い
う
。
）

を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
税
関
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
税
関
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
貨
物
に
係
る
特
許
権
者
、
実
用
新
案
権
者
、
意
匠
権
者
、
商
標
権
者
、
著
作
権
者

よ
り
、
当
該
貨
物
に
係
る
特
許
権
者
、
実
用
新
案
権
者
、
意
匠
権
者
、
商
標
権
者
、
著
作
権
者

、
著
作
隣
接
権
者
、
回
路
配
置
利
用
権
者
又
は
育
成
者
権
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
許

、
著
作
隣
接
権
者
、
回
路
配
置
利
用
権
者
又
は
育
成
者
権
者
及
び
当
該
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と

権
者
等
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
当
該
貨
物
に
つ
い

す
る
者
に
対
し
、
当
該
貨
物
に
つ
い
て
認
定
手
続
を
執
る
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
認
定
手
続
を
執
る
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

税
関
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
貨
物
に
係
る
特
許
権
者
等

に
対
し
て
は
当
該
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
及
び
当
該
貨
物
の
仕
出
人
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所
を
、
当
該
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
は
当
該
特
許
権
者
等
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
を
、
併
せ
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

６

税
関
長
は
、
第
四
項
の
認
定
手
続
が
執
ら
れ
る
貨
物
の
輸
入
に
係
る
関
税
法
第
六
十
七
条
（

輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
）
の
規
定
に
基
づ
く
輸
入
申
告
書
そ
の
他
の
税
関
長
に
提
出
さ
れ
た
書

類
、
当
該
認
定
手
続
に
お
い
て
税
関
長
に
提
出
さ
れ
た
書
類
又
は
当
該
貨
物
に
お
け
る
表
示
か

ら
、
当
該
貨
物
を
生
産
し
た
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
る

場
合
に
は
、
同
項
の
通
知
と
併
せ
て
、
又
は
当
該
通
知
の
後
で
当
該
認
定
手
続
が
執
ら
れ
て
い

－１－



る
間
、
そ
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
を
当
該
貨
物
に
係
る
特
許
権
者
等
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

７

税
関
長
は
、
第
四
項
の
認
定
手
続
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
、
関
税
法
第
六
章
に
定
め
る
と
こ

５

税
関
長
は
、
前
項
の
認
定
手
続
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
、
関
税
法
第
六
章
に
定
め
る
と
こ
ろ

ろ
に
従
い
輸
入
さ
れ
よ
う
と
す
る
貨
物
に
つ
い
て
第
二
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

に
従
い
輸
入
さ
れ
よ
う
と
す
る
貨
物
に
つ
い
て
第
二
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

８

税
関
長
は
、
第
四
項
の
認
定
手
続
が
執
ら
れ
た
貨
物
（
次
項
に
お
い
て
「
疑
義
貨
物
」
と
い

６

税
関
長
は
、
第
四
項
の
認
定
手
続
が
執
ら
れ
た
貨
物
（
次
項
に
お
い
て
「
疑
義
貨
物
」
と
い

う
。
）
が
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
貨
物
に
該
当
す
る
と
認
定
し
た
と
き
、
又
は
該
当
し
な
い

う
。
）
が
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
貨
物
に
該
当
す
る
と
認
定
し
た
と
き
、
又
は
該
当
し
な
い

と
認
定
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
当
該
認
定
が
さ
れ
た
貨
物
に
係
る

と
認
定
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
当
該
認
定
が
さ
れ
た
貨
物
に
係
る

特
許
権
者
等
及
び
当
該
認
定
が
さ
れ
た
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

特
許
権
者
、
実
用
新
案
権
者
、
意
匠
権
者
、
商
標
権
者
、
著
作
権
者
、
著
作
隣
接
権
者
、
回
路

ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

配
置
利
用
権
者
又
は
育
成
者
権
者
及
び
当
該
認
定
が
さ
れ
た
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

９

税
関
長
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
疑
義
貨
物
に
係
る
認
定
の
通
知
を
す
る
前
に
次
の
各

７

税
関
長
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
疑
義
貨
物
に
係
る
認
定
の
通
知
を
す
る
前
に
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
疑
義
貨
物
に
係
る

号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
疑
義
貨
物
に
係
る

特
許
権
者
等
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
第
四
項
の
認
定
手
続
を
取
り
や
め
る

特
許
権
者
、
実
用
新
案
権
者
、
意
匠
権
者
、
商
標
権
者
、
著
作
権
者
、
著
作
隣
接
権
者
、
回
路

も
の
と
す
る
。

配
置
利
用
権
者
又
は
育
成
者
権
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
第
四
項
の
認
定

手
続
を
取
り
や
め
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
四

（
省

略
）

一
〜
四

同

上

10

第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
事
項
を
、

み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
輸
入
禁
制
品
に
係
る
申
立
て
手
続
等
）

（
輸
入
禁
制
品
に
係
る
申
立
て
手
続
等
）

第
二
十
一
条
の
二

（
省

略
）

第
二
十
一
条
の
二

同

上

２
及
び
３

（
省

略
）

２
及
び
３

同

上

４

税
関
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
立
て
に

４

税
関
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
立
て
に

係
る
貨
物
に
つ
い
て
前
条
第
四
項
の
認
定
手
続
を
執
つ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

係
る
貨
物
に
つ
い
て
前
条
第
四
項
の
認
定
手
続
を
執
つ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
申
立
て
を
し
た
者
又
は
当
該
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ

よ
り
、
当
該
申
立
て
を
し
た
者
又
は
当
該
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ

そ
の
申
請
に
よ
り
、
当
該
貨
物
を
点
検
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同

そ
の
申
請
に
よ
り
、
当
該
貨
物
を
点
検
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同

－２－



条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
手
続
を
取
り
や
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
手
続
を
取
り
や
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
申
立
て
に
係
る
供
託
等
）

（
申
立
て
に
係
る
供
託
等
）

第
二
十
一
条
の
三

（
省

略
）

第
二
十
一
条
の
三

同

上

２
〜
７

（
省

略
）

２
〜
７

同

上

８

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
銭
を
供
託
し
た
申
立
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

８

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
銭
を
供
託
し
た
申
立
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
供
託
し
た
金
銭
を
取
り
戻
す
こ
と

合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
供
託
し
た
金
銭
を
取
り
戻
す
こ
と

が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

一

供
託
の
原
因
と
な
つ
た
貨
物
が
第
二
十
一
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
貨
物
に
該
当
す
る

一

供
託
の
原
因
と
な
つ
た
貨
物
が
第
二
十
一
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
貨
物
に
該
当
す
る

旨
の
同
条
第
八
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合

旨
の
同
条
第
六
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合

二

供
託
の
原
因
と
な
つ
た
貨
物
に
つ
い
て
第
二
十
一
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け

二

供
託
の
原
因
と
な
つ
た
貨
物
に
つ
い
て
第
二
十
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け

た
場
合

た
場
合

三
〜
五

（
省

略
）

三
〜
五

同

上

９
〜
11

（
省

略
）

９
〜
11

同

上

（
意
見
を
聴
く
こ
と
の
求
め
等
）

（
意
見
を
聴
く
こ
と
の
求
め
等
）

第
二
十
一
条
の
四

（
省

略
）

第
二
十
一
条
の
四

同

上

２
〜
７

（
省

略
）

２
〜
７

同

上

８

税
関
長
は
、
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
長
官
の
意
見
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
、

８

税
関
長
は
、
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
長
官
の
意
見
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
求
め
に
係
る
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
が
述
べ
ら
れ
る
前
に
そ
の
求
め
に
係
る
貨
物
が

そ
の
求
め
に
係
る
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
が
述
べ
ら
れ
る
前
に
そ
の
求
め
に
係
る
貨
物
が

第
二
十
一
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
貨
物
に
該
当
す
る
と
認
定
し
た
と
き
又
は
同
条
第
九
項

第
二
十
一
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
貨
物
に
該
当
す
る
と
認
定
し
た
と
き
又
は
同
条
第
七
項

若
し
く
は
第
二
十
一
条
の
三
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
貨
物
に
つ
い
て
第
二
十
一
条
第
四
項

若
し
く
は
第
二
十
一
条
の
三
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
貨
物
に
つ
い
て
第
二
十
一
条
第
四
項

の
認
定
手
続
を
取
り
や
め
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
特
許
庁
長
官
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ

の
認
定
手
続
を
取
り
や
め
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
特
許
庁
長
官
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
特
許
庁
長
官
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
要
し

の
場
合
に
お
い
て
は
、
特
許
庁
長
官
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
要
し

な
い
。

な
い
。

（
認
定
手
続
を
取
り
や
め
る
こ
と
の
求
め
等
）

（
認
定
手
続
を
取
り
や
め
る
こ
と
の
求
め
等
）

－３－



第
二
十
一
条
の
五

（
省

略
）

第
二
十
一
条
の
五

同

上

２
〜
８

（
省

略
）

２
〜
８

同

上

９

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
金
銭
を
供
託
し
た
請
求
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ

９

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
金
銭
を
供
託
し
た
請
求
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
供
託
し
た
金
銭
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
供
託
し
た
金
銭
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
十
二
項
の
申
立
特
許
権
者
等
が
当
該
供
託
し
た
金
銭
の
取
戻
し
に
同
意
し
た
こ
と
、
第

一

第
十
三
項
の
申
立
特
許
権
者
等
が
当
該
供
託
し
た
金
銭
の
取
戻
し
に
同
意
し
た
こ
と
、
第

三
項
に
規
定
す
る
損
害
に
係
る
賠
償
請
求
権
が
時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
こ
と
そ
の
他
同
項
に

三
項
に
規
定
す
る
損
害
に
係
る
賠
償
請
求
権
が
時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
こ
と
そ
の
他
同
項
に

規
定
す
る
損
害
の
賠
償
を
担
保
す
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
こ
と
を
税
関
長
に
証
明
し
、
そ
の

規
定
す
る
損
害
の
賠
償
を
担
保
す
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
こ
と
を
税
関
長
に
証
明
し
、
そ
の

確
認
を
受
け
た
場
合

確
認
を
受
け
た
場
合

二
及
び
三

（
省

略
）

二
及
び
三

同

上

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
十
二
項
の
申
立
特
許
権
者
等
が
同
項
の
規
定
に
よ
る

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
十
三
項
の
申
立
特
許
権
者
等
が
同
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
第
三
項
に
規
定
す
る
損
害
の
賠
償
を
求
め

通
知
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
第
三
項
に
規
定
す
る
損
害
の
賠
償
を
求
め

る
訴
え
の
提
起
を
し
な
か
つ
た
場
合

る
訴
え
の
提
起
を
し
な
か
つ
た
場
合

10
及
び
11

（
省

略
）

10
及
び
11

同

上

12

税
関
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
一
条
第
四
項
の
認
定
手
続
を
取
り
や
め
た
と
き
は

12

税
関
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
一
条
第
四
項
の
認
定
手
続
を
取
り
や
め
た
と
き
は

、
当
該
認
定
手
続
に
係
る
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
及
び
当
該
認
定
手
続
に
係
る
申
立
て

、
当
該
認
定
手
続
に
係
る
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ

を
し
た
申
立
特
許
権
者
等
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

13

税
関
長
は
、
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
一
条
第
四
項
の
認
定
手
続
を
取
り
や
め
た
と

き
は
、
当
該
認
定
手
続
に
係
る
申
立
て
を
し
た
申
立
特
許
権
者
等
に
対
し
、
そ
の
旨
並
び
に
当

該
認
定
手
続
に
係
る
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
輸
入
者
情
報
」
と
い
う
。
）
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
当
該
申
立
特
許
権
者
等
は
、
当
該
輸
入
者
情
報
を
第
三
項
に
規
定
す
る
損
害
に
係
る
賠
償
請

求
権
の
行
使
又
は
当
該
貨
物
に
係
る
特
許
法
第
百
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
差
止
請
求
権

）
の
規
定
に
よ
る
請
求
、
実
用
新
案
法
第
二
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
差
止
請
求
権

）
の
規
定
に
よ
る
請
求
若
し
く
は
意
匠
法
第
三
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
差
止
請
求

権
）
の
規
定
に
よ
る
請
求
の
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

－４－



関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
第
二
条
関
係
）

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
納
付
の
手
続
）

（
納
付
の
手
続
）

第
九
条
の
四

関
税
（
郵
便
物
に
係
る
関
税
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
納
付

第
九
条
の
四

関
税
（
郵
便
物
に
係
る
関
税
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
納
付

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
税
額
に
相
当
す
る
金
銭
に
納
付
書
（
納
税
告
知
書
の
送
達
を
受
け

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
税
額
に
相
当
す
る
金
銭
に
納
付
書
（
納
税
告
知
書
の
送
達
を
受
け

た
場
合
に
は
、
納
税
告
知
書
）
を
添
え
て
、
こ
れ
を
日
本
銀
行
（
国
税
の
収
納
を
行
う
代
理
店

た
場
合
に
は
、
納
税
告
知
書
）
を
添
え
て
、
こ
れ
を
日
本
銀
行
（
国
税
の
収
納
を
行
う
代
理
店

を
含
む
。
）
又
は
そ
の
関
税
の
収
納
を
行
う
税
関
職
員
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

（
郵
便
局
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
関
税
の
収
納
を
行
う
税
関
職
員
に
納
付
し
な
け

し
、
証
券
を
も
つ
て
す
る
歳
入
納
付
に
関
す
る
法
律
（
大
正
五
年
法
律
第
十
号
）
の
定
め
る
と

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
証
券
を
も
つ
て
す
る
歳
入
納
付
に
関
す
る
法
律
（
大
正
五
年
法
律

こ
ろ
に
よ
り
、
証
券
で
納
付
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

第
十
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
証
券
で
納
付
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
延
滞
税
）

（
延
滞
税
）

第
十
二
条

（
省

略
）

第
十
二
条

同

上

２
〜
６

（
省

略
）

２
〜
６

同

上

７

修
正
申
告
（
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
関
税
を
免
れ
、
又
は
関
税
の
払
戻
し
若
し
く

は
還
付
を
受
け
た
者
が
当
該
関
税
に
つ
い
て
の
調
査
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
関
税
に
つ
い

て
更
正
が
あ
る
べ
き
こ
と
を
予
知
し
て
さ
れ
た
修
正
申
告
を
除
く
。
）
又
は
更
正
（
偽
り
そ
の

他
不
正
の
行
為
に
よ
り
関
税
を
免
れ
、
又
は
関
税
の
払
戻
し
若
し
く
は
還
付
を
受
け
た
者
に
つ

い
て
さ
れ
た
当
該
関
税
に
係
る
更
正
を
除
く
。
）
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
修
正
申
告
又
は
更
正
に
よ
り
納
付
す
べ
き
関
税
額
に
係
る

延
滞
税
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
日
数
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
を
控
除
し
て

、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

一

当
該
修
正
申
告
又
は
更
正
に
係
る
関
税
に
つ
い
て
第
七
条
第
一
項
（
申
告
）
の
規
定
に
よ

る
申
告
が
あ
つ
た
場
合
（
特
例
申
告
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
期
限
内
特
例
申
告
書
が
提
出
さ

れ
た
場
合
）
に
お
い
て
、
第
一
項
の
法
定
納
期
限
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
後
に
当
該
修
正

申
告
が
さ
れ
、
又
は
当
該
更
正
に
係
る
更
正
通
知
書
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
。

そ
の
法
定
納

期
限
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
当
該
修
正
申
告
が
さ
れ
、
又
は
当
該
更
正
に
係

る
更
正
通
知
書
が
発
せ
ら
れ
た
日
ま
で
の
日
数

－５－



二

当
該
修
正
申
告
又
は
更
正
に
係
る
関
税
に
つ
い
て
期
限
後
特
例
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
期
限
後
特
例
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
経
過
す
る
日
後
に
当
該
修
正
申
告
が
さ
れ
、
又
は
当
該
更
正
に
係
る
更
正
通
知
書
が
発
せ

ら
れ
た
と
き
。

そ
の
期
限
後
特
例
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
当
該
修
正
申
告
が
さ
れ
、
又
は
当
該
更
正
に
係
る
更
正
通
知

書
が
発
せ
ら
れ
た
日
ま
で
の
日
数

８

（
省

略
）

７

同

上

９

（
省

略
）

８

同

上

（
還
付
及
び
充
当
）

（
還
付
及
び
充
当
）

第
十
三
条

（
省

略
）

第
十
三
条

同

上

２

前
項
の
過
誤
納
金
を
還
付
し
、
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
す
べ
き
金
額
を
充
当
す
る

２

前
項
の
過
誤
納
金
を
還
付
し
、
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
す
べ
き
金
額
を
充
当
す
る

場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
の
翌
日
か
ら
還
付
の

場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
の
翌
日
か
ら
還
付
の

た
め
支
払
決
定
を
す
る
日
又
は
充
当
を
す
る
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
そ
の
金
額
に
年

た
め
支
払
決
定
を
す
る
日
又
は
充
当
を
す
る
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
そ
の
金
額
に
年

七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
条
並
び
に
附
則
第
四
項
及

七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
条
並
び
に
附
則
第
四
項
及

び
第
五
項
に
お
い
て
「
還
付
加
算
金
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
還
付
し
、
又
は
充
当
す
べ
き
金
額

び
第
五
項
に
お
い
て
「
還
付
加
算
金
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
還
付
し
、
又
は
充
当
す
べ
き
金
額

に
加
算
す
る
。

に
加
算
す
る
。

一

更
正
若
し
く
は
第
七
条
の
十
六
第
二
項
（
決
定
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
又
は
賦
課
決
定
に

一

更
正
若
し
く
は
第
七
条
の
十
六
第
二
項
（
決
定
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
又
は
賦
課
決
定
に

よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
が
確
定
し
た
関
税
（
当
該
関
税
に
係
る
延
滞
税
を
含
む
。
）
に
係
る

よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
が
確
定
し
た
関
税
（
当
該
関
税
に
係
る
延
滞
税
を
含
む
。
）
に
係
る

過
納
金
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
過
納
金
に
係
る
関
税
の
納
付
が
あ
つ
た

過
納
金
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
過
納
金
に
係
る
関
税
の
納
付
が
あ
つ
た

日
（
そ
の
日
が
当
該
関
税
（
過
少
申
告
加
算
税
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
納
付
の
起
因
と
な
つ
た

日
（
そ
の
日
が
当
該
関
税
（
過
少
申
告
加
算
税
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
納
付
の
起
因
と
な
つ
た

関
税
）
の
第
十
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
法
定
納
期
限
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
法
定
納

関
税
）
の
第
十
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
法
定
納
期
限
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
法
定
納

期
限
）

期
限
）

二
及
び
三

（
省

略
）

二
及
び
三

同

上

３
〜
７

（
省

略
）

３
〜
７

同

上

（
入
港
手
続
）

（
入
港
手
続
）

－６－



第
十
五
条

外
国
貿
易
船
が
開
港
に
入
港
し
た
と
き
は
、
船
長
は
、
入
港
の
時
か
ら
二
十
四
時
間

第
十
五
条

外
国
貿
易
船
が
開
港
に
入
港
し
た
と
き
は
、
船
長
は
、
入
港
の
時
か
ら
二
十
四
時
間

（
そ
の
時
間
が
行
政
機
関
の
休
日
（
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律

（
そ
の
時
間
が
行
政
機
関
の
休
日
（
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律

第
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
含
ま
れ
る
場
合

第
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
含
ま
れ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
行
政
機
関
の
休
日
に
含
ま
れ
る
時
間
を
除
い
て
計
算
す
る
。
第
十
八
条
第

に
お
い
て
は
、
そ
の
行
政
機
関
の
休
日
に
含
ま
れ
る
時
間
を
除
い
て
計
算
す
る
。
第
十
八
条
第

一
項
（
入
出
港
の
簡
易
手
続
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
内
に
政
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た

一
項
（
入
出
港
の
簡
易
手
続
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
内
に
入
港
届
、
積
荷
目
録
及
び
船
用
品

入
港
届
、
積
荷
目
録
、
船
用
品
目
録
、
旅
客
氏
名
表
（
当
該
外
国
貿
易
船
に
旅
客
が
乗
船
す
る

目
録
を
税
関
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
船
舶
国
籍
証
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類
を
税
関
職
員

場
合
に
限
る
。
）
及
び
乗
組
員
氏
名
表
を
税
関
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
船
舶
国
籍
証
書
又
は

に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
港
し
よ
う
と
す
る
開
港
の
所
在
地
を
所
轄
す
る

こ
れ
に
代
わ
る
書
類
を
税
関
職
員
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
港
し
た
開
港

税
関
に
あ
ら
か
じ
め
積
荷
目
録
を
提
出
し
た
場
合
で
当
該
開
港
に
入
港
し
た
と
き
は
、
積
荷
目

の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
関
に
あ
ら
か
じ
め
こ
れ
ら
の
書
類
（
入
港
届
を
除
く
。
）
を
提
出
し

録
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

た
場
合
は
、
そ
の
提
出
し
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

外
国
貿
易
機
が
税
関
空
港
に
入
港
し
た
と
き
は
、
機
長
は
、
直
ち
に
政
令
で
定
め
る
事
項
を

２

外
国
貿
易
機
が
税
関
空
港
に
入
港
し
た
と
き
は
、
機
長
は
、
直
ち
に
政
令
で
定
め
る
事
項
を

記
載
し
た
入
港
届
、
積
荷
目
録
、
旅
客
氏
名
表
（
当
該
外
国
貿
易
機
に
旅
客
が
搭
乗
す
る
場
合

記
載
し
た
入
港
届
及
び
積
荷
目
録
を
税
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

に
限
る
。
）
及
び
乗
組
員
氏
名
表
を
税
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３

税
関
長
は
、
こ
の
法
律
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
船
長
又

３

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
税
関
長
は
、
こ
の
法
律
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る

は
機
長
に
対
し
、
前
二
項
に
規
定
す
る
書
類
（
入
港
届
及
び
船
舶
国
籍
証
書
又
は
こ
れ
に
代
わ

と
認
め
る
と
き
は
、
船
長
又
は
機
長
に
対
し
、
旅
客
氏
名
表
又
は
乗
組
員
氏
名
表
の
提
出
を
求

る
書
類
を
除
く
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
そ
の
入
港
の
前
に
報
告
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
船
長
又
は
機
長
は
、
通
信
設
備
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の

他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
入
港
の
前
に
当
該
報
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

前
項
の
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
入
港
の
前
に
同
項
の
報
告
を
し
な
か
つ
た
船

長
は
、
当
該
入
港
の
後
直
ち
に
当
該
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

本
邦
と
外
国
と
の
間
を
往
来
す
る
船
舶
又
は
航
空
機
で
外
国
貿
易
船
又
は
外
国
貿
易
機
以
外

４

本
邦
と
外
国
と
の
間
を
往
来
す
る
船
舶
又
は
航
空
機
で
外
国
貿
易
船
又
は
外
国
貿
易
機
以
外

の
も
の
（
公
用
船
、
公
用
機
そ
の
他
の
船
舶
又
は
航
空
機
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

の
も
の
（
公
用
船
、
公
用
機
そ
の
他
の
船
舶
又
は
航
空
機
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

。
以
下
「
特
殊
船
舶
等
」
と
い
う
。
）
が
開
港
又
は
税
関
空
港
に
入
港
し
た
と
き
は
、
船
長
又

。
以
下
「
特
殊
船
舶
等
」
と
い
う
。
）
が
開
港
又
は
税
関
空
港
に
入
港
し
た
と
き
は
、
船
長
又

は
機
長
は
、
直
ち
に
政
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
入
港
届
を
税
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

は
機
長
は
、
直
ち
に
入
港
届
を
税
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
税
関
長
は
、
こ
の
法
律
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ

－７－



る
と
認
め
る
と
き
は
、
船
長
又
は
機
長
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
旅
客
氏
名

表
又
は
乗
組
員
氏
名
表
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
出
港
手
続
）

（
出
港
手
続
）

第
十
七
条

外
国
貿
易
船
等
が
開
港
又
は
税
関
空
港
を
出
港
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
船
長
又
は

第
十
七
条

外
国
貿
易
船
等
が
開
港
又
は
税
関
空
港
を
出
港
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
船
長
又
は

機
長
は
、
税
関
に
政
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
出
港
届
を
提
出
し
て
税
関
長
の
許
可
を
受

機
長
は
、
税
関
に
出
港
届
を
提
出
し
て
税
関
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
税
関
長
は
、
こ
の
法
律
の
実
施
を
確
保
す
る

た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
船
長
又
は
機
長
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載

し
た
積
荷
目
録
、
旅
客
氏
名
表
又
は
乗
組
員
氏
名
表
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
省

略
）

２

同

上

（
総
合
保
税
地
域
の
許
可
）

（
総
合
保
税
地
域
の
許
可
）

第
六
十
二
条
の
八

（
省

略
）

第
六
十
二
条
の
八

同

上

２

税
関
長
は
、
前
項
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど

２

税
関
長
は
、
前
項
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど

う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
一
団
の
土
地
等
が
、
そ
の
事
業
の
内
容
そ
の
他
の
事
項
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る

一

当
該
一
団
の
土
地
等
が
、
そ
の
事
業
の
内
容
、
株
主
又
は
出
資
者
若
し
く
は
拠
出
者
の
構

要
件
を
満
た
す
法
人
に
よ
り
所
有
さ
れ
、
又
は
管
理
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

成
そ
の
他
の
事
項
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
法
人
に
よ
り
所
有
さ
れ
、
又

は
管
理
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
〜
六

（
省

略
）

二
〜
六

同

上

第
百
十
三
条

第
二
十
条
第
一
項
（
不
開
港
出
入
の
許
可
）
の
規
定
に
違
反
し
た
船
長
又
は
機
長

第
百
十
三
条

第
二
十
条
第
一
項
（
不
開
港
出
入
の
許
可
）
の
規
定
に
違
反
し
た
船
長
又
は
機
長

（
船
長
又
は
機
長
に
代
わ
つ
て
そ
の
職
務
を
行
う
者
を
含
む
。
以
下
第
百
十
四
条
第
一
号
、
第

（
船
長
又
は
機
長
に
代
わ
つ
て
そ
の
職
務
を
行
う
者
を
含
む
。
以
下
第
百
十
四
条
第
一
号
及
び

三
号
及
び
第
三
号
の
二
並
び
に
第
百
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
（
偽
つ
た
書
類
を
提
出
す
る

第
三
号
（
貨
物
と
符
合
し
な
い
積
荷
目
録
を
提
出
す
る
等
の
罪
）
並
び
に
第
百
十
五
条
第
一
号

等
の
罪
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
入
出
港
の
簡
易
手
続
の
規
定
に
違
反
す
る
罪
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
三
年
以
下
の
懲
役

又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
百
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
百
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

－８－



一

第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
入
港
手
続
）
若
し
く
は
第
十
七
条
第
一
項
（
出
港

一

第
十
五
条
（
入
港
手
続
）
の
規
定
に
よ
り
積
荷
目
録
を
提
出
す
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
貨

手
続
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書
類
に
つ
い
て
、
偽
つ
た
書
類
を
提
出
し
、
又
は
第
十
五

物
と
符
合
し
な
い
積
荷
目
録
を
提
出
し
た
船
長
又
は
機
長

条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
、
偽
つ
た
報
告
を
し
た
船
長
又

は
機
長

二

（
省

略
）

二

同

上

三

第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
入
港
手
続
）
、
第
十
七
条
第
一
項
前
段
（
出
港
手

三

第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
入
港
手
続
）
、
第
十
七
条
第
一
項
（
出
港
手
続
）

続
）
、
第
二
十
条
第
二
項
（
事
故
に
因
り
不
開
港
に
入
港
し
た
と
き
の
届
出
）
、
第
二
十
一

、
第
二
十
条
第
二
項
（
事
故
に
因
り
不
開
港
に
入
港
し
た
と
き
の
届
出
）
、
第
二
十
一
条
（

条
（
外
国
貨
物
の
仮
陸
揚
）
、
第
二
十
二
条
（
沿
海
通
航
船
等
の
外
国
寄
港
の
届
出
等
）
若

外
国
貨
物
の
仮
陸
揚
）
、
第
二
十
二
条
（
沿
海
通
航
船
等
の
外
国
寄
港
の
届
出
等
）
若
し
く

し
く
は
第
二
十
五
条
（
船
舶
又
は
航
空
機
の
資
格
の
変
更
）
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
第
十

は
第
二
十
五
条
（
船
舶
又
は
航
空
機
の
資
格
の
変
更
）
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
第
十
五
条

七
条
第
一
項
後
段
（
出
港
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
応
じ
な
か
つ
た
船
長
又
は
機
長

第
三
項
（
入
港
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
応
じ
な
か
つ
た
船
長
又
は
機
長

三
の
二

第
十
五
条
第
四
項
（
入
港
手
続
）
の
規
定
に
違
反
し
た
船
長

四
〜
六

（
省

略
）

四
〜
六

同

上

第
百
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
百
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
十
五
条
第
五
項
（
特
殊
船
舶
等
の
入
港
届
等
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書
類
に
つ
い

て
、
偽
つ
た
書
類
を
提
出
し
た
船
長
又
は
機
長

二

第
十
五
条
第
五
項
前
段
（
特
殊
船
舶
等
の
入
港
届
）
、
第
十
八
条
（
入
出
港
の
簡
易
手
続

一

第
十
五
条
第
四
項
（
特
殊
船
舶
等
の
入
港
届
）
、
第
十
八
条
（
入
出
港
の
簡
易
手
続
）
若

）
若
し
く
は
第
二
十
条
第
三
項
（
特
殊
船
舶
等
が
不
開
港
に
入
港
し
た
と
き
の
届
出
）
の
規

し
く
は
第
二
十
条
第
三
項
（
特
殊
船
舶
等
が
不
開
港
に
入
港
し
た
と
き
の
届
出
）
の
規
定
に

定
に
違
反
し
、
若
し
く
は
第
十
五
条
第
五
項
後
段
（
特
殊
船
舶
等
の
旅
客
氏
名
表
等
）
の
規

違
反
し
た
船
長
若
し
く
は
機
長
又
は
第
十
九
条
（
執
務
時
間
外
の
貨
物
の
積
卸
し
）
の
規
定

定
に
よ
る
求
め
に
応
じ
な
か
つ
た
船
長
若
し
く
は
機
長
又
は
第
十
九
条
（
執
務
時
間
外
の
貨

に
違
反
し
た
者

物
の
積
卸
し
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三

（
省

略
）

二

同

上

四

（
省

略
）

三

同

上

五

（
省

略
）

四

同

上

六

（
省

略
）

五

同

上

七

（
省

略
）

六

同

上

八

（
省

略
）

七

同

上

－９－



第
百
十
六
条

重
大
な
過
失
に
よ
り
第
百
十
三
条
（
許
可
を
受
け
な
い
で
不
開
港
に
出
入
す
る
罪

第
百
十
六
条

重
大
な
過
失
に
よ
り
第
百
十
三
条
（
許
可
を
受
け
な
い
で
不
開
港
に
出
入
す
る
罪

）
、
第
百
十
三
条
の
三
（
偽
つ
た
申
告
を
す
る
等
の
罪
）
、
第
百
十
四
条
（
偽
つ
た
書
類
を
提

）
、
第
百
十
三
条
の
三
（
偽
つ
た
申
告
を
す
る
等
の
罪
）
、
第
百
十
四
条
（
貨
物
と
符
合
し
な

出
す
る
等
の
罪
）
（
第
五
号
を
除
く
。
）
又
は
前
条
（
第
五
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
の
罪

い
積
荷
目
録
を
提
出
す
る
等
の
罪
）
（
第
五
号
を
除
く
。
）
又
は
前
条
（
第
四
号
及
び
第
五
号

を
犯
し
た
者
は
、
当
該
各
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

を
除
く
。
）
の
罪
を
犯
し
た
者
は
、
当
該
各
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

第
百
十
七
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が

第
百
十
七
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が

そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
又
は
財
産
に
つ
い
て
、
第
百
九
条
か
ら
第
百
十
二
条
ま
で
（
禁
制
品

そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
又
は
財
産
に
つ
い
て
、
第
百
九
条
か
ら
第
百
十
二
条
ま
で
（
禁
制
品

を
輸
入
す
る
罪
・
禁
制
品
を
保
税
地
域
に
置
く
等
の
罪
・
関
税
を
免
れ
る
等
の
罪
・
許
可
を
受

を
輸
入
す
る
罪
・
禁
制
品
を
保
税
地
域
に
置
く
等
の
罪
・
関
税
を
免
れ
る
等
の
罪
・
許
可
を
受

け
な
い
で
輸
出
入
す
る
罪
・
密
輸
貨
物
の
運
搬
等
を
す
る
罪
）
、
第
百
十
二
条
の
二
（
用
途
外

け
な
い
で
輸
出
入
す
る
罪
・
密
輸
貨
物
の
運
搬
等
を
す
る
罪
）
、
第
百
十
二
条
の
二
（
用
途
外

に
使
用
す
る
等
の
罪
）
、
第
百
十
三
条
の
二
（
特
例
申
告
書
を
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し
な
い

に
使
用
す
る
等
の
罪
）
、
第
百
十
三
条
の
二
（
特
例
申
告
書
を
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し
な
い

罪
）
、
第
百
十
三
条
の
三
（
偽
つ
た
申
告
を
す
る
等
の
罪
）
、
第
百
十
四
条
第
二
号
若
し
く
は

罪
）
、
第
百
十
三
条
の
三
（
偽
つ
た
申
告
を
す
る
等
の
罪
）
、
第
百
十
四
条
第
二
号
若
し
く
は

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
（
郵
便
物
に
つ
い
て
偽
つ
た
証
明
を
す
る
等
の
罪
）
、
第
百
十
五
条

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
（
郵
便
物
に
つ
い
て
偽
つ
た
証
明
を
す
る
等
の
罪
）
、
第
百
十
五
条

第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
（
許
可
を
受
け
な
い
で
見
本
を
一
時
持
ち
出
す
等
の
罪
）
又
は
前
条

第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
（
許
可
を
受
け
な
い
で
見
本
を
一
時
持
ち
出
す
等
の
罪
）
又
は
前
条

に
該
当
す
る
違
反
行
為
（
同
条
中
第
百
十
三
条
（
許
可
を
受
け
な
い
で
不
開
港
に
出
入
す
る
罪

に
該
当
す
る
違
反
行
為
（
同
条
中
第
百
十
三
条
（
許
可
を
受
け
な
い
で
不
開
港
に
出
入
す
る
罪

）
、
第
百
十
四
条
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
三
号
の
二
並
び
に
第
百
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二

）
、
第
百
十
四
条
第
一
号
及
び
第
三
号
（
貨
物
と
符
合
し
な
い
積
荷
目
録
を
提
出
す
る
等
の
罪

号
（
偽
つ
た
書
類
を
提
出
す
る
等
の
罪
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
行

）
並
び
に
第
百
十
五
条
第
一
号
（
入
出
港
の
簡
易
手
続
の
規
定
に
違
反
す
る
罪
）
に
係
る
も
の

為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
当
該
各
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

を
除
く
。
）
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
当

該
各
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

２
〜
４

（
省

略
）

２
〜
４

同

上

－１０－



関
税
法
（
第
三
条
関
係
）

関
税
法
（
第
三
条
関
係
）

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
七
章
の
二

（
省

略
）

第
一
章
〜
第
七
章
の
二

同

上

第
八
章

不
服
申
立
て
（
第
八
十
九
条
―
第
九
十
三
条
）

第
八
章

不
服
申
立
て
（
第
八
十
九
条
―
第
九
十
四
条
）

第
九
章

雑
則
（
第
九
十
四
条
―
第
百
八
条
の
三
）

第
九
章

雑
則
（
第
九
十
五
条
―
第
百
八
条
の
三
）

第
十
章
及
び
第
十
一
章

（
省

略
）

第
十
章
及
び
第
十
一
章

同

上

附
則

附
則

第
九
十
四
条

削
除

第
九
章

雑
則

第
九
章

雑
則

（
帳
簿
の
備
付
け
等
）

第
九
十
四
条

申
告
納
税
方
式
が
適
用
さ
れ
る
貨
物
（
特
例
申
告
に
係
る
指
定
貨
物
を
除
く
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
業
と
し
て
輸
入
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

貨
物
の
品
名
、
数
量
及
び
価
格
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
付
け
、
か
つ

、
当
該
帳
簿
及
び
当
該
貨
物
に
係
る
取
引
に
関
し
て
作
成
し
又
は
受
領
し
た
書
類
そ
の
他
の
書

類
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
六
十
八
条
第
二
項
（

輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
に
際
し
て
の
提
出
書
類
）
の
規
定
に
よ
り
税
関
に
提
出
し
た
書
類
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
保
存
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る

法
律
第
四
条
か
ら
第
九
条
の
二
ま
で
（
国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
等
・

国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
等
・
電
磁
的
記
録

に
よ
る
保
存
等
の
承
認
の
申
請
等
・
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
等
の
承
認
に
係
る
変
更
・
電
磁

的
記
録
に
よ
る
保
存
等
の
承
認
の
取
消
し
・
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保

存
等
の
承
認
に
対
す
る
準
用
・
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法

律
の
適
用
除
外
）
及
び
第
十
一
条
第
一
項
（
他
の
国
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
の
適
用
）
の
規

定
は
、
申
告
納
税
方
式
が
適
用
さ
れ
る
貨
物
を
業
と
し
て
輸
入
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

－１１－



こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替

え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

読
み
替
え
る
電
子
計
算
機

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

を
使
用
し
て
作
成
す
る
国

税
関
係
帳
簿
書
類
の
保
存

方
法
等
の
特
例
に
関
す
る

法
律
の
規
定

第
四
条
第
一
項

国
税
関
係
帳
簿
の
全
部
又

関
税
法
第
九
十
四
条
第
一

は
一
部

項
（
帳
簿
の
備
付
け
等
）

の
規
定
に
よ
り
備
付
け
及

び
保
存
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
帳
簿
（
以
下
「
関
税
関

係
帳
簿
」
と
い
う
。
）

納
税
地
等
の
所
轄
税
務
署

当
該
貨
物
の
輸
入
予
定
地

長
（
財
務
省
令
で
定
め
る

を
所
轄
す
る
税
関
長
（
以

場
合
に
あ
っ
て
は
、
納
税

下
「
所
轄
税
関
長
」
と
い

地
等
の
所
轄
税
関
長
。
以

う
。
）

下
「
所
轄
税
務
署
長
等
」

と
い
う
。
）

第
四
条
第
二
項

国
税
関
係
書
類
の
全
部

関
税
法
第
九
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
保
存
を

－１２－



し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
（

以
下
「
関
税
関
係
書
類
」

と
い
う
。
）
の
全
部

第
五
条
第
一
項

国
税
関
係
帳
簿
の
全
部
又

関
税
関
係
帳
簿

は
一
部

第
五
条
第
三
項

国
税
関
係
帳
簿
書
類
（
以

関
税
関
係
帳
簿
書
類
（
関

下
「
電
磁
的
記
録
に
係
る

税
関
係
帳
簿
又
は
関
税
関

承
認
済
国
税
関
係
帳
簿
書

係
書
類
を
い
う
。
以
下
同

類

じ
。
）
（
以
下
「
電
磁
的

記
録
に
係
る
承
認
済
関
税

関
係
帳
簿
書
類

第
六
条
第
一
項

国
税
関
係
帳
簿
の
備
付
け

関
税
関
係
帳
簿
の
備
付
け

を
開
始
す
る
日
（
当
該
国

を
開
始
す
る
日

税
関
係
帳
簿
が
二
以
上
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

備
付
け
を
開
始
す
る
日
が

異
な
る
と
き
は
、
最
初
に

到
来
す
る
備
付
け
を
開
始

す
る
日
。
第
五
項
第
一
号

に
お
い
て
同
じ
。
）

国
税
関
係
帳
簿
の
種
類
、

関
税
関
係
帳
簿

当
該
国
税
関
係
帳
簿

－１３－



国
税
関
係
帳
簿
の
全
部
又

関
税
関
係
帳
簿

は
一
部

第
六
条
第
六
項

税
務
署
長
（
以
下
こ
の
項

税
関
長
（
以
下
こ
の
項
に

に
お
い
て
「
所
轄
外
税
務

お
い
て
「
所
轄
外
税
関
長

署
長
」
と
い
う
。
）

」
と
い
う
。
）

第
九
条

代
え
る
日
（
当
該
国
税
関

代
え
る
日

係
帳
簿
が
二
以
上
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
代
え

る
日
が
異
な
る
と
き
は
、

最
初
に
到
来
す
る
代
え
る

日
。
第
五
項
第
一
号
に
お

い
て
同
じ
。
）

（
税
関
事
務
管
理
人
）

（
税
関
事
務
管
理
人
）

第
九
十
五
条

個
人
で
あ
る
申
告
者
等
（
税
関
関
係
手
続
を
行
う
べ
き
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

第
九
十
五
条

個
人
で
あ
る
申
告
者
等
（
税
関
関
係
手
続
を
行
う
べ
き
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
本
邦
に
住
所
及
び
居
所
（
事
務
所
及
び
事
業
所
を
除
く
。
）
を
有
せ
ず

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
本
邦
に
住
所
及
び
居
所
（
事
務
所
及
び
事
業
所
を
除
く
。
）
を
有
せ
ず

、
若
し
く
は
有
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
又
は
本
邦
に
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
を
有
し

、
若
し
く
は
有
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
又
は
本
邦
に
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
を
有
し

な
い
法
人
で
あ
る
申
告
者
等
が
本
邦
に
そ
の
事
務
所
及
び
事
業
所
を
有
せ
ず
、
若
し
く
は
有
し

な
い
法
人
で
あ
る
申
告
者
等
が
本
邦
に
そ
の
事
務
所
及
び
事
業
所
を
有
せ
ず
、
若
し
く
は
有
し

な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
税
関
関
係
手
続
及
び
こ
れ
に
関
す
る
事
項
（
以
下
こ
の
項

な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
税
関
関
係
手
続
及
び
こ
れ
に
関
す
る
事
項
（
以
下
こ
の
項

及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
税
関
関
係
手
続
等
」
と
い
う
。
）
を
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は

に
お
い
て
「
税
関
関
係
手
続
等
」
と
い
う
。
）
を
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
は

、
そ
の
者
は
、
当
該
税
関
関
係
手
続
等
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
本
邦
に
住
所
又
は
居
所
（
法
人

、
当
該
税
関
関
係
手
続
等
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
本
邦
に
住
所
又
は
居
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は

に
あ
つ
て
は
、
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
）
を
有
す
る
者
で
当
該
税
関
関
係
手
続
等
の
処
理
に

、
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
）
を
有
す
る
者
で
当
該
税
関
関
係
手
続
等
の
処
理
に
つ
き
便
宜
を

つ
き
便
宜
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
税
関
事
務
管
理
人
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

有
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
税
関
事
務
管
理
人
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

（
省

略
）

２

同

上

３

税
関
関
係
手
続
等
を
処
理
し
た
税
関
事
務
管
理
人
は
、
当
該
税
関
関
係
手
続
等
に
係
る
申
告

者
等
が
第
七
条
の
九
第
一
項
（
帳
簿
の
備
付
け
等
）
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
存
す

べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
帳
簿
書
類
に
つ
い
て
、
税
関
長
か
ら
提
示
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は

、
当
該
税
関
長
に
当
該
帳
簿
書
類
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
申
告
者
等
は
、
当
該
税
関
事
務
管
理
人
に
対
し
て
、
そ
の
提
示
の
た
め
必
要
な
便
宜
を
与
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
税
関
関
係
手
続
」
と
は
、
輸
入
申
告
そ
の
他
こ
の
法
律
又

３

前
二
項
に
お
い
て
「
税
関
関
係
手
続
」
と
は
、
輸
入
申
告
そ
の
他
こ
の
法
律
又
は
関
税
定
率

は
関
税
定
率
法
そ
の
他
の
関
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
手
続
（
本
邦
に
入
国
す
る
者

法
そ
の
他
の
関
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
手
続
（
本
邦
に
入
国
す
る
者
又
は
本
邦
か

又
は
本
邦
か
ら
出
国
す
る
者
が
そ
の
入
国
又
は
出
国
の
際
に
行
う
も
の
そ
の
他
政
令
で
定
め
る

ら
出
国
す
る
者
が
そ
の
入
国
又
は
出
国
の
際
に
行
う
も
の
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

。
）
を
い
う
。

第
百
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
百
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
〜
四

（
省

略
）

一
〜
四

同

上

五

第
七
条
の
九
第
一
項
又
は
第
九
十
四
条
第
一
項
（
帳
簿
の
備
付
け
等
）
の
規
定
に
よ
る
帳

五

第
七
条
の
九
第
一
項
（
帳
簿
の
備
付
け
等
）
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
記
載
を
怠
り
、
若
し

簿
の
記
載
を
怠
り
、
若
し
く
は
偽
り
、
又
は
帳
簿
を
隠
し
た
者

く
は
偽
り
、
又
は
帳
簿
を
隠
し
た
者

六
〜
八

（
省

略
）

六
〜
八

同

上

－１５－



関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）

（
暫
定
税
率
）

（
暫
定
税
率
）

第
二
条

別
表
第
一
に
掲
げ
る
物
品
で
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
同
表
の
品
名
の
欄
に

第
二
条

別
表
第
一
に
掲
げ
る
物
品
で
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
同
表
の
品
名
の
欄
に

こ
れ
と
異
な
る
期
限
又
は
期
間
を
定
め
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
期
限
ま
で
又
は
当
該

こ
れ
と
異
な
る
期
限
又
は
期
間
を
定
め
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
期
限
ま
で
又
は
当
該

期
間
内
）
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
同
表
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

期
間
内
）
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
同
表
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

２

別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
物
品
で
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に

２

別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
物
品
で
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に

課
す
る
関
税
の
率
は
、
同
表
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

課
す
る
関
税
の
率
は
、
同
表
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

れ
同
表
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

（
石
油
化
学
製
品
製
造
用
揮
発
油
等
に
係
る
関
税
の
還
付
）

（
石
油
化
学
製
品
製
造
用
揮
発
油
等
に
係
る
関
税
の
還
付
）

第
六
条

エ
チ
レ
ン
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
石
油
化
学
製
品
の
製
造
者
が
、
関
税
納
付
済
み
の

第
六
条

エ
チ
レ
ン
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
石
油
化
学
製
品
の
製
造
者
が
、
関
税
納
付
済
み
の

関
税
定
率
法
別
表
第
二
七
○
九
・
○
○
号
に
掲
げ
る
石
油
及
び
歴
青
油
又
は
同
表
第
二
七
一
○

関
税
定
率
法
別
表
第
二
七
○
九
・
○
○
号
に
掲
げ
る
石
油
及
び
歴
青
油
又
は
同
表
第
二
七
一
○

・
一
九
号
の
一
の

に
掲
げ
る
粗
油
（
以
下
「
関
税
納
付
済
み
原
油
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
本

・
一
九
号
の
一
の

に
掲
げ
る
粗
油
（
以
下
「
関
税
納
付
済
み
原
油
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
本

邦
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
同
表
第
二
七
一
○
・
一
一
号
の
一
の

の
Ｃ
の
⒝
に
掲
げ
る
揮
発
油

邦
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
同
表
第
二
七
一
○
・
一
一
号
の
一
の

の
Ｃ
の
⒝
に
掲
げ
る
揮
発
油

、
同
表
第
二
七
・
一
一
項
に
掲
げ
る
石
油
ガ
ス
、
同
表
第
二
七
一
三
・
二
○
号
に
掲
げ
る
石
油

、
同
表
第
二
七
・
一
一
項
に
掲
げ
る
石
油
ガ
ス
、
同
表
第
二
七
一
三
・
二
○
号
に
掲
げ
る
石
油

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
、
同
表
第
二
七
○
七
・
一
○
号
か
ら
第
二
七
○
七
・
三
○
号
ま
で
、
第
二
七
○

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
、
同
表
第
二
七
○
七
・
一
○
号
か
ら
第
二
七
○
七
・
三
○
号
ま
で
、
第
二
七
○

七
・
五
○
号
若
し
く
は
第
二
七
○
七
・
九
九
号
に
該
当
す
る
改
質
炭
化
水
素
油
、
同
表
第
二
七

七
・
五
○
号
若
し
く
は
第
二
七
○
七
・
九
九
号
に
該
当
す
る
改
質
炭
化
水
素
油
、
同
表
第
二
七

一
○
・
一
一
号
の
一
の

の
Ｂ
若
し
く
は
第
二
七
一
○
・
一
九
号
の
一
の

の
Ｂ
に
掲
げ
る
灯

一
○
・
一
一
号
の
一
の

の
Ｂ
若
し
く
は
第
二
七
一
○
・
一
九
号
の
一
の

の
Ｂ
に
掲
げ
る
灯

油
、
同
表
第
二
七
一
○
・
一
一
号
の
一
の

若
し
く
は
第
二
七
一
○
・
一
九
号
の
一
の

に
掲

油
、
同
表
第
二
七
一
○
・
一
一
号
の
一
の

若
し
く
は
同
表
第
二
七
一
○
・
一
九
号
の
一
の

げ
る
軽
油
又
は
同
表
第
二
七
一
○
・
一
九
号
の
一
の

に
掲
げ
る
重
油
（
以
下
「
揮
発
油
等
」

に
掲
げ
る
軽
油
又
は
同
表
第
二
七
一
○
・
一
九
号
の
一
の

に
掲
げ
る
重
油
（
以
下
「
揮
発
油

と
い
う
。
）
を
税
関
長
の
承
認
を
受
け
た
製
造
工
場
で
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当

等
」
と
い
う
。
）
を
税
関
長
の
承
認
を
受
け
た
製
造
工
場
で
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

該
石
油
化
学
製
品
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

に
当
該
石
油
化
学
製
品
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
揮
発
油
等
に
つ
き
、
関
税
納
付
済
み
原
油
等
の
負
担
す
る
関
税
に
相

、
そ
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
揮
発
油
等
に
つ
き
、
関
税
納
付
済
み
原
油
等
の
負
担
す
る
関
税

当
す
る
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
に
相
当
す
る
関
税
を
、
当

に
相
当
す
る
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
に
相
当
す
る
関
税
を

該
製
造
者
が
当
該
揮
発
油
等
の
原
料
と
な
つ
た
関
税
納
付
済
み
原
油
等
に
つ
き
納
付
し
た
も
の

、
当
該
製
造
者
が
当
該
揮
発
油
等
の
原
料
と
な
つ
た
関
税
納
付
済
み
原
油
等
に
つ
き
納
付
し
た

と
み
な
し
て
、
当
該
金
額
を
そ
の
者
に
還
付
す
る
。

も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
金
額
を
そ
の
者
に
還
付
す
る
。

－１６－
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２

（
省

略
）

２

同

上

（
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
に
係
る
関
税
の
還
付
）

（
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
に
係
る
関
税
の
還
付
）

第
七
条

関
税
定
率
法
別
表
第
二
七
一
三
・
一
一
号
若
し
く
は
第
二
七
一
三
・
一
二
号
に
掲
げ
る

第
七
条

関
税
定
率
法
別
表
第
二
七
一
三
・
一
一
号
若
し
く
は
第
二
七
一
三
・
一
二
号
に
掲
げ
る

石
油
コ
ー
ク
ス
又
は
同
表
第
二
七
一
三
・
二
○
号
に
掲
げ
る
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
（
以
下
こ
の

石
油
コ
ー
ク
ス
又
は
同
表
第
二
七
一
三
・
二
○
号
に
掲
げ
る
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
」
と
い
う
。
）
を
製
造
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

条
に
お
い
て
「
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
」
と
い
う
。
）
を
製
造
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
製
造
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
税
関
長
の
承
認
を
受
け
た
製
造
工

て
「
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
製
造
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
税
関
長
の
承
認
を
受
け
た
製
造
工

場
に
お
い
て
関
税
納
付
済
み
原
油
等
、
同
表
第
二
七
一
○
・
一
一
号
若
し
く
は
第
二
七
一
○
・

場
に
お
い
て
関
税
納
付
済
み
原
油
等
、
同
表
第
二
七
一
○
・
一
一
号
若
し
く
は
第
二
七
一
○
・

一
九
号
に
掲
げ
る
石
油
及
び
歴
青
油
並
び
に
こ
れ
ら
の
調
製
品
（
本
邦
に
お
い
て
関
税
納
付
済

一
九
号
に
掲
げ
る
石
油
及
び
歴
青
油
並
び
に
こ
れ
ら
の
調
製
品
（
本
邦
に
お
い
て
関
税
納
付
済

み
原
油
等
か
ら
製
造
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
表
第
二
七
・
一
三
項
に
掲
げ
る
石
油
コ

み
原
油
等
か
ら
製
造
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
表
第
二
七
・
一
三
項
に
掲
げ
る
石
油
コ

ー
ク
ス
、
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
そ
の
他
の
石
油
又
は
歴
青
油
の
残
留
物
（
本
邦
に
お
い
て
関
税

ー
ク
ス
、
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
そ
の
他
の
石
油
又
は
歴
青
油
の
残
留
物
（
本
邦
に
お
い
て
関
税

納
付
済
み
原
油
等
か
ら
製
造
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
製
造
し
た
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等

納
付
済
み
原
油
等
か
ら
製
造
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
製
造
し
た
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等

を
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
製
造
工
場
か
ら
移
出
（
政
令
で
定
め
る
も
の

を
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
製
造
工
場
か
ら
移
出
（
政
令
で
定
め
る
も
の

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
し
、
又
は
当
該
製
造
工
場
内
に
お
い
て
燃
料
と
し

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
し
、
又
は
当
該
製
造
工
場
内
に
お
い
て
燃
料
と
し

て
消
費
し
た
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
移
出
を
さ
れ
、
又
は
消
費
を

て
消
費
し
た
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
移
出
を
さ
れ
、
又
は
消
費
を

さ
れ
た
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
の
数
量
に
つ
き
一
ト
ン
当
た
り
百
九
十
円
の
割
合
で
算
出
し
て

さ
れ
た
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
の
数
量
に
つ
き
一
ト
ン
当
た
り
百
九
十
円
の
割
合
で
算
出
し
て

得
た
金
額
に
相
当
す
る
関
税
を
、
当
該
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
製
造
業
者
に
（
当
該
石
油
ア
ス

得
た
金
額
に
相
当
す
る
関
税
を
、
当
該
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
製
造
業
者
に
（
当
該
石
油
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
等
製
造
業
者
が
当
該
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
の
原
料
と
な
つ
た
関
税
納
付
済
み
原
油

フ
ァ
ル
ト
等
製
造
業
者
が
当
該
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
の
原
料
と
な
つ
た
関
税
納
付
済
み
原
油

等
に
係
る
関
税
の
納
税
者
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
関
税
納
付
済
み
原
油
等
に
つ
き
当

等
に
係
る
関
税
の
納
税
者
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
関
税
納
付
済
み
原
油
等
に
つ
き
当

該
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
製
造
業
者
が
当
該
関
税
を
納
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
石
油

該
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
製
造
業
者
が
当
該
関
税
を
納
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
石
油

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
製
造
業
者
に
）
還
付
す
る
。

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
製
造
業
者
に
）
還
付
す
る
。

２

（
省

略
）

２

同

上

（
輸
入
数
量
が
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
）

（
輸
入
数
量
が
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
）

第
七
条
の
三

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
別
表
第
一
の
六
に

第
七
条
の
三

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
別
表
第
一
の
六
に

掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
、
当
該
年
度
中
の
こ
れ
ら
の
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
各
項
ご
と
に

掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
、
当
該
年
度
中
の
こ
れ
ら
の
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
各
項
ご
と
に

合
計
し
た
輸
入
数
量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第

合
計
し
た
輸
入
数
量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第

－１７－



一
の
六
に
お
い
て
「
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
は
、
当
該
各
項
に
掲
げ

一
の
六
に
お
い
て
「
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
は
、
当
該
各
項
に
掲
げ

る
物
品
の
う
ち
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

る
物
品
の
う
ち
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る

発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る

関
税
の
率
は
、
関
税
定
率
法
第
三
条
（
課
税
標
準
及
び
税
率
）
の
規
定
又
は
第
二
条
の
規
定
に

関
税
の
率
は
、
関
税
定
率
法
第
三
条
（
課
税
標
準
及
び
税
率
）
の
規
定
又
は
第
二
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
同
法
別
表
に
定
め
る
税
率
（
別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
同

か
か
わ
ら
ず
、
同
法
別
表
に
定
め
る
税
率
（
別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
同

表
に
定
め
る
税
率
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ

表
に
定
め
る
税
率
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ

ケ
シ
ュ
協
定
附
属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
の
マ
ラ

ケ
シ
ュ
協
定
附
属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
の
マ
ラ

ケ
シ
ュ
議
定
書
に
附
属
す
る
譲
許
表
の
第
三
十
八
表
の
日
本
国
の
譲
許
表
に
定
め
る
税
率
（
第

ケ
シ
ュ
議
定
書
に
附
属
す
る
譲
許
表
の
第
三
十
八
表
の
日
本
国
の
譲
許
表
に
定
め
る
税
率
（
第

七
条
の
八
及
び
第
八
条
の
二
に
お
い
て
「
協
定
税
率
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も

七
条
の
八
及
び
第
八
条
の
二
に
お
い
て
「
協
定
税
率
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も

の
（
関
税
に
つ
い
て
の
条
約
の
特
別
の
規
定
及
び
同
法
第
五
条
（
便
益
関
税
）
の
規
定
に
よ
る

の
（
関
税
に
つ
い
て
の
条
約
の
特
別
の
規
定
及
び
同
法
第
五
条
（
便
益
関
税
）
の
規
定
に
よ
る

便
益
を
受
け
な
い
国
（
そ
の
一
部
で
あ
る
地
域
を
含
む
。
）
の
生
産
物
で
輸
入
さ
れ
る
も
の
に

便
益
を
受
け
な
い
国
（
そ
の
一
部
で
あ
る
地
域
を
含
む
。
）
の
生
産
物
で
輸
入
さ
れ
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、
同
法
別
表
に
定
め
る
税
率
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
通
常
の
関
税
率

あ
つ
て
は
、
同
法
別
表
に
定
め
る
税
率
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
通
常
の
関
税
率

」
と
い
う
。
）
に
、
別
表
第
一
の
六
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
の
区
分
に
応
じ
、

」
と
い
う
。
）
に
、
別
表
第
一
の
六
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
税
率
を
加
算
し
た
税
率
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
税
率
を
加
算
し
た
税
率
と
す
る
。

２
〜
７

（
省

略
）

２
〜
７

同

上

（
課
税
価
格
が
発
動
基
準
価
格
を
下
回
つ
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
）

（
課
税
価
格
が
発
動
基
準
価
格
を
下
回
つ
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
）

第
七
条
の
四

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
別
表
第
一
の
七
に

第
七
条
の
四

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
別
表
第
一
の
七
に

掲
げ
る
物
品
の
う
ち
、
課
税
価
格
（
数
量
を
課
税
標
準
と
し
て
関
税
を
課
す
る
物
品
に
あ
つ
て

掲
げ
る
物
品
の
う
ち
、
課
税
価
格
（
数
量
を
課
税
標
準
と
し
て
関
税
を
課
す
る
物
品
に
あ
つ
て

は
、
関
税
定
率
法
第
四
条
か
ら
第
四
条
の
八
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
価
格
。
以
下
同

は
、
関
税
定
率
法
第
四
条
か
ら
第
四
条
の
八
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
価
格
。
以
下
同

じ
。
）
が
発
動
基
準
価
格
（
昭
和
六
十
一
年
か
ら
昭
和
六
十
三
年
に
お
け
る
当
該
物
品
の
課
税

じ
。
）
が
発
動
基
準
価
格
（
昭
和
六
十
一
年
か
ら
昭
和
六
十
三
年
に
お
け
る
当
該
物
品
の
課
税

価
格
の
加
重
平
均
価
格
又
は
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出

価
格
の
加
重
平
均
価
格
又
は
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出

さ
れ
る
価
格
と
し
て
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
価
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
一
の
七

さ
れ
る
価
格
と
し
て
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
価
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
一
の
七

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
額
は
、
関
税
定
率
法
第
三
条
（
課
税
標

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
額
は
、
関
税
定
率
法
第
三
条
（
課
税
標

準
及
び
税
率
）
の
規
定
又
は
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
通
常
の
関
税
率
に
よ
り
算
出
し

準
及
び
税
率
）
の
規
定
又
は
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
通
常
の
関
税
率
に
よ
り
算
出
し

た
関
税
の
額
に
相
当
す
る
額
に
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ

た
関
税
の
額
に
相
当
す
る
額
に
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ

り
算
出
し
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

り
算
出
し
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
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一
〜
四

（
省

略
）

一
〜
四

同

上

２
及
び
３

（
省

略
）

２
及
び
３

同

上

（
生
鮮
等
牛
肉
及
び
冷
凍
牛
肉
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
）

（
生
鮮
等
牛
肉
及
び
冷
凍
牛
肉
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
）

第
七
条
の
五

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
関
税
定
率
法
別
表

第
七
条
の
五

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
関
税
定
率
法
別
表

第
○
二
・
○
一
項
に
掲
げ
る
牛
の
肉
（
生
鮮
の
も
の
及
び
冷
蔵
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下

第
○
二
・
○
一
項
に
掲
げ
る
牛
の
肉
（
生
鮮
の
も
の
及
び
冷
蔵
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
生
鮮
等
牛
肉
」
と
い
う
。
）
又
は
同
表
第
○
二
・
○
二
項
に
掲
げ
る
牛
の

こ
の
条
に
お
い
て
「
生
鮮
等
牛
肉
」
と
い
う
。
）
又
は
同
表
第
○
二
・
○
二
項
に
掲
げ
る
牛
の

肉
（
冷
凍
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
冷
凍
牛
肉
」
と
い
う
。
）
に
つ

肉
（
冷
凍
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
冷
凍
牛
肉
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍

牛
肉
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
第
二

牛
肉
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
第
二

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

一
及
び
二

（
省

略
）

一
及
び
二

同

上

２
及
び
３

（
省

略
）

２
及
び
３

同

上

（
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
）

（
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
）

第
七
条
の
六

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
関
税
定
率
法
別
表

第
七
条
の
六

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
関
税
定
率
法
別
表

第
○
一
○
三
・
九
二
号
に
掲
げ
る
豚
（
生
き
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
並
び
に

第
○
一
○
三
・
九
二
号
に
掲
げ
る
豚
（
生
き
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
並
び
に

別
表
第
一
の
三
の
二
及
び
第
一
の
八
に
お
い
て
「
生
き
て
い
る
豚
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
法

別
表
第
一
の
三
の
二
及
び
第
一
の
八
に
お
い
て
「
生
き
て
い
る
豚
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
法

別
表
第
○
二
○
三
・
一
一
号
の
二
、
第
○
二
○
三
・
一
二
号
の
二
、
第
○
二
○
三
・
一
九
号
の

別
表
第
○
二
○
三
・
一
一
号
の
二
、
第
○
二
○
三
・
一
二
号
の
二
、
第
○
二
○
三
・
一
九
号
の

二
、
第
○
二
○
三
・
二
一
号
の
二
、
第
○
二
○
三
・
二
二
号
の
二
及
び
第
○
二
○
三
・
二
九
号

二
、
第
○
二
○
三
・
二
一
号
の
二
、
第
○
二
○
三
・
二
二
号
の
二
及
び
第
○
二
○
三
・
二
九
号

の
二
に
掲
げ
る
豚
の
肉
、
同
表
第
○
二
○
六
・
三
○
号
の
二
の

及
び
第
○
二
○
六
・
四
九
号

の
二
に
掲
げ
る
豚
の
肉
、
同
表
第
○
二
○
六
・
三
○
号
の
二
の

及
び
第
○
二
○
六
・
四
九
号

の
二
の

に
掲
げ
る
豚
の
く
ず
肉
、
同
表
第
○
二
一
○
・
一
一
号
、
第
○
二
一
○
・
一
二
号
、

の
二
の

に
掲
げ
る
豚
の
く
ず
肉
、
同
表
第
○
二
一
○
・
一
一
号
、
第
○
二
一
○
・
一
二
号
、

第
○
二
一
○
・
一
九
号
及
び
第
○
二
一
○
・
九
九
号
の
一
に
掲
げ
る
豚
の
く
ず
肉
等
並
び
に
同

第
○
二
一
○
・
一
九
号
及
び
第
○
二
一
○
・
九
九
号
の
一
に
掲
げ
る
豚
の
く
ず
肉
等
並
び
に
同

表
第
一
六
○
二
・
四
一
号
の
一
、
第
一
六
○
二
・
四
二
号
の
一
及
び
第
一
六
○
二
・
四
九
号
の

表
第
一
六
○
二
・
四
一
号
の
一
、
第
一
六
○
二
・
四
二
号
の
一
及
び
第
一
六
○
二
・
四
九
号
の

二
の

に
掲
げ
る
ハ
ム
及
び
ベ
ー
コ
ン
等
（
以
下
こ
の
条
並
び
に
別
表
第
一
の
三
の
二
及
び
第

二
の

に
掲
げ
る
ハ
ム
及
び
ベ
ー
コ
ン
等
（
以
下
こ
の
条
並
び
に
別
表
第
一
の
三
の
二
及
び
第

一
の
八
に
お
い
て
「
豚
肉
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す

一
の
八
に
お
い
て
「
豚
肉
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す

る
場
合
に
は
、
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ

る
場
合
に
は
、
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
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る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
別
表
第
一
の
三
第
○
一
○
三
・
九
二
号
の
⑴
中
「
同
表
第
一

る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
別
表
第
一
の
三
第
○
一
○
三
・
九
二
号
の
⑴
中
「
同
表
第
一

項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
一
項
第
二
号
」
と
、
同
表
第
○
二
○
三
・
一
一
号
の
二
の

項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
一
項
第
二
号
」
と
、
同
表
第
○
二
○
三
・
一
一
号
の
二
の

⑴
中
「
同
表
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
二
項
第
二
号
」
と
、
同
表
第
○
二
○
三

⑴
中
「
同
表
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
二
項
第
二
号
」
と
、
同
表
第
○
二
○
三

・
一
二
号
の
二
の
⑴
中
「
同
表
第
三
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
三
項
第
二
号
」
と
、

・
一
二
号
の
二
の
⑴
中
「
同
表
第
三
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
三
項
第
二
号
」
と
、

同
表
第
○
二
一
○
・
一
一
号
の
⑴
中
「
同
表
第
四
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
四
項
第

同
表
第
○
二
一
○
・
一
一
号
の
⑴
中
「
同
表
第
四
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
四
項
第

二
号
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
表
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

二
号
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
表
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

一
及
び
二

（
省

略
）

一
及
び
二

同

上

２

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
当
該
年
度
中
の
生
き
て
い
る

２

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
当
該
年
度
中
の
生
き
て
い
る

豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
以
下
こ
の
条
に
お

豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
は
、
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の

い
て
「
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
は
、
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の

う
ち
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
二
項
に

う
ち
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
二
項
に

係
る
発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課

係
る
発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課

す
る
関
税
の
率
は
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
一
の
八
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

す
る
関
税
の
率
は
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
一
の
八
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

３
〜
６

（
省

略
）

３
〜
６

同

上

７

財
務
大
臣
は
、
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
当
該
年
度
の

７

財
務
大
臣
は
、
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
当
該
年
度
の

初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
並
び
に
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数

初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
並
び
に
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数

量
を
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
中
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号

量
を
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
中
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号

に
規
定
す
る
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第

に
規
定
す
る
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第

一
号
に
係
る
発
動
日
又
は
第
二
号
に
係
る
発
動
日
（
第
三
項
に
規
定
す
る
重
複
期
間
が
あ
る
場

一
号
に
係
る
発
動
日
又
は
第
二
号
に
係
る
発
動
日
（
第
三
項
に
規
定
す
る
重
複
期
間
が
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
重
複
期
間
の
開
始
の
日
）
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で

合
に
は
、
当
該
重
複
期
間
の
開
始
の
日
）
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で

に
、
当
該
年
度
中
の
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
当
該
年
度
の
輸
入
基
準
数
量

に
、
当
該
年
度
中
の
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
当
該
年
度
の
輸
入
基
準
数
量

を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第
二
項
に
係
る
発
動
日
（
第
三
項
に
規
定
す
る
重
複
期
間

を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第
二
項
に
係
る
発
動
日
（
第
三
項
に
規
定
す
る
重
複
期
間

が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
重
複
期
間
の
開
始
の
日
）
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
月

が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
重
複
期
間
の
開
始
の
日
）
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
月
の
翌
月

末
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
官
報
で
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

末
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
官
報
で
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

－２０－



別
表
第
一

暫
定
関
税
率
表
（
第
二
条
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
四
、
第
八
条
の
二
、
第
八
条

別
表
第
一

暫
定
関
税
率
表
（
第
二
条
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
四
、
第
八
条
の
二
、
第
八
条

の
三
、
第
八
条
の
六
、
第
八
条
の
七
関
係
）

の
三
、
第
八
条
の
六
、
第
八
条
の
七
関
係
）

関

税

定

率

法

関

税

定

率

法

品

名

税

率

品

名

税

率

別

表

の

番

号

別

表

の

番

号

二
五
○
一
・
○
○

塩
（
食
卓
塩
及
び
変
性
さ
せ
た
塩
を
含
む
も
の
と
し

二
五
○
一
・
○
○

塩
（
食
卓
塩
及
び
変
性
さ
せ
た
塩
を
含
む
も
の
と
し

、
水
溶
液
で
あ
る
か
な
い
か
又
は
固
結
防
止
剤
を
含

、
水
溶
液
で
あ
る
か
な
い
か
又
は
固
結
防
止
剤
を
含

有
す
る
か
し
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
、
純
塩
化
ナ

有
す
る
か
し
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
、
純
塩
化
ナ

ト
リ
ウ
ム
（
水
溶
液
で
あ
る
か
な
い
か
又
は
固
結
防

ト
リ
ウ
ム
（
水
溶
液
で
あ
る
か
な
い
か
又
は
固
結
防

止
剤
を
含
有
す
る
か
し
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
及

止
剤
を
含
有
す
る
か
し
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
及

び
海
水

び
海
水

一

塩
及
び
純
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
目
開
き
が
二

一

塩
及
び
純
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
目
開
き
が
二

・
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
ふ
る
い
（
織
金
網
製

・
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
ふ
る
い
（
織
金
網
製

の
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
通
過
率
が
全

の
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
通
過
率
が
全

重
量
の
七
○
％
以
上
の
も
の
及
び
凝
結
さ
せ

重
量
の
七
○
％
以
上
の
も
の
及
び
凝
結
さ
せ

た
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
水
溶
液
を
除
く

た
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
水
溶
液
を
除
く

。
）

一
キ
ロ
グ
ラ

。
）

ム
に
つ
き
二

⑴

平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
輸
入
さ

円
五
○
銭

れ
る
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
二

円
九
○
銭

⑵

平
成
一
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
一
七
年

三
月
三
一
日
ま
で
に
輸
入
さ
れ
る
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
二

円
五
○
銭

－２１－



二
七
一
○
・
一
一

軽
質
油
及
び
そ
の
調
製
品

二
七
一
○
・
一
一

軽
質
油
及
び
そ
の
調
製
品

一

石
油
及
び
歴
青
油
（
石
油
及
び
歴
青
油

一

石
油
及
び
歴
青
油
（
石
油
及
び
歴
青
油

以
外
の
物
品
を
加
え
た
も
の
で
、
そ
の

以
外
の
物
品
を
加
え
た
も
の
で
、
そ
の

物
品
の
重
量
が
全
重
量
の
五
％
未
満
の

物
品
の
重
量
が
全
重
量
の
五
％
未
満
の

も
の
を
含
む
。
）

も
の
を
含
む
。
）

（
省

略
）

同

上

灯
油

灯
油

Ｂ

そ
の
他
の
も
の

Ｂ

そ
の
他
の
も
の

⑴

（
省

略
）

⑴

同

上

⑵

そ
の
他
の
も
の

⑵

そ
の
他
の
も
の

政
令
で
定
め
る
石
油
化
学
製

平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
ま

品
の
製
造
に
使
用
す
る
も
の

一
キ
ロ
リ
ッ

で
に
輸
入
さ
れ
る
も
の

一
キ
ロ
リ
ッ

ト
ル
に
つ
き

ト
ル
に
つ
き

二
六
円

五
六
四
円

そ
の
他
の
も
の

平
成
一
八
年
三
月
三
一
日

ま
で
に
輸
入
さ
れ
る
も
の

一
キ
ロ
リ
ッ

ト
ル
に
つ
き

五
六
四
円

軽
油

軽
油

⑴

政
令
で
定
め
る
石
油
化
学
製
品
の

平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
ま
で
に

製
造
に
使
用
す
る
も
の

一
キ
ロ
リ
ッ

輸
入
さ
れ
る
も
の

一
キ
ロ
リ
ッ

ト
ル
に
つ
き

ト
ル
に
つ
き

二
五
円

一
、
二
五
七

⑵

そ
の
他
の
も
の

円

平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
ま
で

－２２－

AC31701B
(一)

AC31701B
(一)

AC31701B
(二)

AC31701B
(二)

AC31701B
(三)

AC31701B
(三)



に
輸
入
さ
れ
る
も
の

一
キ
ロ
リ
ッ

ト
ル
に
つ
き

一
、
二
五
七

円

二
七
一
○
・
一
九

そ
の
他
の
も
の

二
七
一
○
・
一
九

そ
の
他
の
も
の

一

石
油
及
び
歴
青
油
（
石
油
及
び
歴
青
油

一

石
油
及
び
歴
青
油
（
石
油
及
び
歴
青
油

以
外
の
物
品
を
加
え
た
も
の
で
、
そ
の

以
外
の
物
品
を
加
え
た
も
の
で
、
そ
の

物
品
の
重
量
が
全
重
量
の
五
％
未
満
の

物
品
の
重
量
が
全
重
量
の
五
％
未
満
の

も
の
を
含
む
。
）

も
の
を
含
む
。
）

灯
油

灯
油

Ｂ

そ
の
他
の
も
の

Ｂ

そ
の
他
の
も
の

⑴

（
省

略
）

⑴

同

上

⑵

そ
の
他
の
も
の

⑵

そ
の
他
の
も
の

政
令
で
定
め
る
石
油
化
学
製

平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
ま

品
の
製
造
に
使
用
す
る
も
の

一
キ
ロ
リ
ッ

で
に
輸
入
さ
れ
る
も
の

一
キ
ロ
リ
ッ

ト
ル
に
つ
き

ト
ル
に
つ
き

二
六
円

五
六
四
円

そ
の
他
の
も
の

平
成
一
八
年
三
月
三
一
日

ま
で
に
輸
入
さ
れ
る
も
の

一
キ
ロ
リ
ッ

ト
ル
に
つ
き

五
六
四
円

軽
油

軽
油

⑴

政
令
で
定
め
る
石
油
化
学
製
品
の

平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
ま
で
に

製
造
に
使
用
す
る
も
の

一
キ
ロ
リ
ッ

輸
入
さ
れ
る
も
の

一
キ
ロ
リ
ッ

ト
ル
に
つ
き

ト
ル
に
つ
き

二
五
円

一
、
二
五
七

－２３－

AC31701B
(一)

AC31701B
(一)

AC31701B
(二)

AC31701B
(二)



⑵

そ
の
他
の
も
の

円

平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
ま
で

に
輸
入
さ
れ
る
も
の

一
キ
ロ
リ
ッ

ト
ル
に
つ
き

一
、
二
五
七

円

（
省

略
）

同

上

－２４－

AC31701B
(三)

AC31701B
(三)



別
表
第
一
の
三

段
階
的
に
暫
定
税
率
の
引
下
げ
を
行
う
農
産
物
等
に
係
る
暫
定
関
税
率
表
（
第
二
条
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
六
関
係
）

別
表
第
一
の
三

段
階
的
に
暫
定
税
率
の
引
下
げ
を
行
う
農
産
物
等
に
係
る
暫
定
関
税
率
表
（
第
二
条
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
六
関
係
）

税

率

税

率

関

税

定

率

法

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

関

税

定

率

法

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

品

名

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
一
七

品

名

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
一
六

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

別

表

の

番

号

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

別

表

の

番

号

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

の

の

の

の

の

の

（
省

略
）

同

上

別
表
第
一
の
三
の
二

生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
基
準
輸
入
価
格
表
（
第
七
条
の
六
関
係
）

別
表
第
一
の
三
の
二

生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
基
準
輸
入
価
格
表
（
第
七
条
の
六
関
係
）

基

準

輸

入

価

格

基

準

輸

入

価

格

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

項

名

号

名

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
一
七

項

名

号

名

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
一
六

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

の

の

の

の

の

の

（
省

略
）

同

上

－２５－



別
表
第
一
の
六

輸
入
数
量
が
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
の
特
別
緊
急
加
算
関
税
率
表
（
第
七
条
の
三
関
係
）

別
表
第
一
の
六

輸
入
数
量
が
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
の
特
別
緊
急
加
算
関
税
率
表
（
第
七
条
の
三
関
係
）

税

率

税

率

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

項

名

品

目

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
一
七

項

名

品

目

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
一
六

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

の

の

の

の

の

の

（
省

略
）

同

上

別
表
第
一
の
八

生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
に
係
る
暫
定
関
税
率
表
（
第
七
条
の
六
関
係
）

別
表
第
一
の
八

生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
に
係
る
暫
定
関
税
率
表
（
第
七
条
の
六
関
係
）

税

率

税

率

関

税

定

率

法

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

関

税

定

率

法

平
成
七
年
四

平
成
八
年
四

平
成
九
年
四

平
成
一
○
年

平
成
一
一
年

平
成
一
二
年

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

月
一
日
か
ら

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

品

名

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
一
七

品

名

平
成
八
年
三

平
成
九
年
三

平
成
一
○
年

ら
平
成
一
一

ら
平
成
一
二

ら
平
成
一
六

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

月
三
一
日
ま

月
三
一
日
ま

三
月
三
一
日

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

別

表

の

番

号

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

別

表

の

番

号

で
に
輸
入
さ

で
に
輸
入
さ

ま
で
に
輸
入

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

日
ま
で
に
輸

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

れ
る
も
の

れ
る
も
の

さ
れ
る
も
の

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

入
さ
れ
る
も

の

の

の

の

の

の

（
省

略
）

同

上

－２６－



日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及

び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等

び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
入
出
港
手
続
の
免
除
）

（
入
出
港
手
続
の
免
除
）

第
五
条

公
用
船
又
は
合
衆
国
政
府
が
所
有
し
、
若
し
く
は
借
り
上
げ
て
い
る
航
空
機
で
、
合
衆

第
五
条

公
用
船
又
は
合
衆
国
政
府
が
所
有
し
、
若
し
く
は
借
り
上
げ
て
い
る
航
空
機
で
、
合
衆

国
に
よ
り
、
合
衆
国
の
た
め
に
若
し
く
は
合
衆
国
の
管
理
の
下
に
、
公
の
目
的
を
も
つ
て
運
航

国
に
よ
り
、
合
衆
国
の
た
め
に
若
し
く
は
合
衆
国
の
管
理
の
下
に
、
公
の
目
的
を
も
つ
て
運
航

さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
「
公
用
機
」
と
い
う
。
）
に
は
、
関
税
法
第
十
五
条
か
ら
第
十
九
条

さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
「
公
用
機
」
と
い
う
。
）
に
は
、
関
税
法
第
十
五
条
第
一
項
、
第
二

ま
で
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た

項
及
び
第
四
項
、
第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
並
び

だ
し
、
同
法
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
入
港
届
及
び
積
荷
目
録
並
び
に
同
法

に
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
但
し
、
同
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
入
港

第
十
七
条
に
規
定
す
る
出
港
届
は
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

届
及
び
積
荷
目
録
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
入
港
届
並
び
に
同
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
出

港
届
は
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
省

略
）

２

同

上

３

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
公
用
船
の
船
長
又
は
公
用
機
の
機
長
が
入
港
届
を
提
出
し

た
場
合
に
お
い
て
、
税
関
長
は
、
関
税
法
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
当
該
船
長
又
は
機
長
に
対
し
、
旅
客
氏
名
表
又
は
乗
組
員
氏
名
表
の
提
出
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

４

合
衆
国
の
安
全
を
保
持
す
る
た
め
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
由
に
よ
り
、
第
一
項
た
だ
し
書

３

合
衆
国
の
安
全
を
保
持
す
る
た
め
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
由
に
よ
り
、
第
一
項
但
書
、
関

及
び
前
項
並
び
に
関
税
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
適
用

税
法
第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
適

し
な
い
。

用
し
な
い
。

－２７－




